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支 部 だ よ り 
第１６６号〈公６４号〉［令和４年６月１０日発行］ 

ＨＰ URL https://www.takuken.or.jp/seibu/  メールアドレス seibu@takuken.or.jp 

＜埼玉西部支部 TEL 049-265-6390 ＦＡＸ 049-265-6395＞ 

向暑の候､ 会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。   

平素より、支部事業活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「支部だより」第１６６号を発行いたしました。各 QR コードを読み込んでいただき HP もご覧ください。 

埼玉西部支部は、「今変えよう！知恵と工夫で輝く業界に」のスローガンのもと、公益事業 

ならびに共益事業（会員研修、会員業務支援、会員間交流）、会員ゴルフ大会、賀詞交歓会、 

地区における厚生事業、「不動産日記」の配付、「あなたの不動産、税金は」の配付等を計画し

ております。会員皆様のご理解とご協力、ご参加をお願い申し上げます。 

 

 ４月１１日（月）開催の第１回支部理事会において令和３年度事業報告が承認された旨を 

前号にてご報告いたしましたが、本会員直送便に「令和３年度支部事業報告書」を同梱いたし

ました。ご査収のほどお願いいたします。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

令和４年度第２回支部理事会 （支部理事数３２名、監事数２名、出席数２９名（うち委任状３名））  

令和４年５月１２日（木）１６時００分より、料亭山屋にて開催されました。 

 

埼玉西部支部諸内規一部改正承認の件 

支部長選出に関する内規 第１５条において、 

「候補者になろうとする者は、当該選挙期日の告示の日に（午前 10 時より午後３時まで）、

文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない」と規定されております。 

 

この度、支部運営円滑化のため、以下の通り改正されることが提案され、承認されました。  

【変更前】午前１０時より午後３時まで → 【変更後】午前１０時より正午まで 

 

その他、令和４・５年度の埼玉西部支部のスローガン等、原案通り承認されました。 

   

また、入会者・退会者について、会員ゴルフ大会開催について、民間賃貸住宅に関する 

相談対応事例集の周知について、その他本部報告、委員会報告、地区報告等詳細にわたり 

説明報告されました。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

令和４・５年度埼玉西部支部スローガン 

 今変えよう！知恵と工夫で輝く業界に  
  

支部ＨＰ 

mailto:seibu@takuken.or.jp


 

【 入会者 】（令和４年５月１日～令和４年５月３１日） --------------------------→ 

№ 商号・名称 代表者名 事務所所在地 TEL FAX 

１ ㈱ジェオシー     

【 退会者 】（令和４年５月１日～令和４年５月３１日） 

№ 商号・名称 地域 理由 

１ なし   

会員数 ６６２名(令和４年５月３１日現在) 

 

■令和４年会費納入について 

令和４年度（令和４年 4 月～令和５年３月）会費等の納入にご協力いただき、ありがとう

ございます。 

未だ納入いただいていない方は、納入期限（令和４年６月３０日（木））が迫っております

ので、早急にご対応をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

■宅地建物取引士法定講習会について-----------------------------------------→ 

 令和４年４月１日より、郵送又は本部窓口でのお申込みにて承っております。 

郵送の場合は「資料請求フォーム」へ必要事項を入力し、資料請求を行っていただきます。 

講習は、講習日当日に会場へお越しいただく座学方式です。 

 詳細は本部右の QR コードを読み取りの上ご確認ください。（本部 HP） 

 

■各種書類について 

◇埼玉県宅建協会・全宅保証協会「変更届」「退会届」------------------------→ 

   県協会 HP（https://www.takuken.or.jp/）より直接ダウンロードしていただくことが可能です。  

   県協会HP→ 会員支援「ハトサポ」→ 会員向けインフォ→ 宅地建物取引業免許 各種手続について   

◇制定掲示物（報酬額表等）・様式（従業者証明書等）------------------------→ 

県協会 HP→ 会員支援「ハトサポ」→ 契約書式・法令情報→ 制定掲示物・様式集 

※業者票は支部事務局窓口にて販売しております。（１部１１０円） 

 

■支部事務局受付時間変更等のお知らせ ※最新の情報は支部 HP にてご確認ください。 

時間変更 

令和４年８月４日（木） 

支部理事会等開催のため事務局受付時間を１２時００分迄とさせていただ

きます。 

休業 
令和４年８月１０日（水）～８月１６日（火） 

夏期休業とさせていただきます。 

 

以上 

毎年４月１日現在に会員資格を有する会員は、毎事業年度の会費全額を、６月末日までに

納入しなければならない。  

～定款施行規則より～ 

 

 

業の廃止等を検討されている方は支部までご連絡願います。４月１日以降のお手続きにな

りますと、１年分の会費を納入していただくことになりますのでお願い致します。 

 

 

 

。 

 


